
役員報酬規程

第 1条  (目的)

この規程は、定款第 19条に基づき、特定非営利活動法人AfriMedico(以 下「当法人」と

いう。)の役員の報酬の支給の基準について定めることを目的とする。

第 2条 (報酬及び費用の支給)・
当法人は、常勤及び非常勤にかかわらず、役員報酬は一切支給しない。ただし、旅費等の

実費は支給することができる。

第 3条 (改廃)

この規程の改廃は、総会の決議を得て行う。

附則

(施行期日)

この規程は、2020年 6月 1日 から施行する。



職員給与規程

第 1条 (目 的)

1 この規程は、特定非営利活動法人 A�Medco(以下「当法人」という。)の事務局職員

(以下「職員」という)の給与・賞与等に関する事項について定めることを目的とする。

2 この規程に定めのない事項については、労働基準法、雇用の分野における男女の均等な

機会及び 待遇の確保等に関する法律、育児体業、介護体業等育児又は家族介護を行う

労働者の福祉に関する法律その他の法令の定めるところによる。

第 2条 (適用範囲)

この規程は、職員として採用された者に対して適用する。

第 3条 (給与等の定義)

この規程で給与とは、労働の対価として職員に支払われるものをいう。

第 4条 (均等待遇)

職員の国籍、信条、又は社会的身分を理由として、給与において差別的取扱いをすること

はない。

第 5条 (給与の決定)

給与は職員の勤務形態に応じて、理事会がこれを定めるものとする:

第 6条 (給与計算期間及び締切日)

給与計算期間は、毎月 1日 から末日までとする。

第 7条 (給与の支払日)

給与は毎月 25日 に支払う。ただし、支払日が日曜日のときはその前々、日土曜日 0祝日

など銀行が休日のときはその前日に支払う。

第 8条 (給与の支払方法)

1 給与は、職員が指定した本人名義の預貯金口座へ振 り込むことによって支払う。ただし、

職員が希望した場合は、通貨によって直接本人に支払う。

2 回座振 り込みを希望する職員は、所定の手続きにより、給与の振 り込みを受ける預貯金

の回座を当法人に届け出なければならない。



第 9条 (給与からの控除)

給与の支払いに当たって、次に掲げる各号のものを控除する。ただし、パートタイム職員

については、法に規定されているものに限り控除する。

(1)給与所得税及び住民税

2)健康保険、厚生年金保険、雇用保険の保険料

第 10条 (日 割単価・時間単価の計算及び端数処理)

1 日割・時間単価は、理事会がこれを定めることとする。

2 遅刻・早退の時間計算は、30分単位で行うものとし、その端数処理は次に掲げる各号の

とおりとする。

(1)30分以上の遅刻及び早退があった場合は、30分単位で給与減額を行う

o 30分以下の遅刻及び早退は30分とみなす

o 遅刻及び早退の合計時間が 1時間に達したときは、1時間に達した当該月の給料か

ら時間給与の減額を行う

(4)そ の他、本規程に定めのない事項については、各関係法令の例により、理事会がこれ

を定める

第 11条 (時間外 0休日勤務手当)

1 時間外・休日勤務を命じた職員には、理事会で定めた手当を支給しなければならない。

2 前項の分単位の時間外・休日手当の支給は、前条 2第項の例によるものとする。

第 12条 (交通費)

職員の通勤交通費は、実費を支給するものとする。ただし、月額 1万円を限度とする。

第 13条 (非常時払い)

・
当法人は、次に掲げる各号のいずれかに該当する場合の費用に充てるため、職員の請求に

より給与支払日前であっても給与計算期間のうち既に働いた日数の給与を可及的速やかに

代表理事の認めるところにより支払うことができる。

(1)職員の出産、疾病に伴 う費用及び災害を受けた場合の喪用

2)職員の収入によって生計を維持する者が出産 し若しくは疾病にかかり、又は災害を

受けた場合の費用

(o 職員若しくはその収入によって生計を維持する者が結婚し、又は死亡したときの費

用

“

)職員又はその収入によって生計を維持する者が、やむを得ない事由により 1週間以



上にわたって帰郷する場合の費用

o 前各号のほか、やむを得ない事情があると理事会が認めた場合の費用

第 14条 (退職時の給与の支払)

職員が死亡し、又は退職した場合の当該給与計算期間の給与について、第 7条の規定に

かかわらず、本人又は遺族から請求があった場合は、未払いの給与を 7日以内に支払うこ

とができる。

第 15条 (遺族の範囲)

死亡退職により給与を支払う場合の遺族の範囲及び順位は、労働基準法施行規則 4第 2

条から第 45条における相続権者及び相続順位とする。

第 16条 (昇給)

職員の昇給は、毎年 4月 1日 に行うこととし、年度当初に理事会がこれを定める。ただ

し、当法人の運営状態によっては行わないことがある。

第 17条 (賞与)

賞与の支給は原則としてこれを行わないものとする。

第 18条 (退職金)

退職金の支給は原則としてこれを行わないものとする。

第 19条 (改廃)

本規程の改廃は理事会の決議による。 .

附則

(施行期日)

この規程は、2020年 6月 1日 から施行する。



書式第 17号 (法第 55条関係)

特定非営利活動促進法第 54条第 2項第3号に定める事項を記載した書類

法人名 特定非営利活動法人 A“Medco 2020年 4月 1日
～2021年 3月 31日

事 業 年 度

1 資金に関する事項 [①収益の源泉別の明細、借入金の明細その他の資金に関する事項]

54 2項第 3号に

収益の源泉別の明細

(2)借入金の明細

(3)そ

金    額収 益 源 泉 の 内 訳

790,000円正会員受取会費

2,960,975円受取寄付金

58円受取利息

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

3,751,033円△
口 計

金    額借 先入

円該当事項はありません。

円

円

円

円

円△
ロ 計

事項はありません。

※

促進法施行規則第 32条第 1項各号に対応しています。以下同じです。

′1)| している



2 資産の譲渡等の内容に関する事項 [②資産の譲渡等に係る事業の料金、条件その他その内容に関する事項]

(1) 料金及び条件等

資産の貸付けに係る料金及

(3) る料金及

該当事項はありません。 円

円

円

円

円

円

円

円

円

譲 渡 資 産 の 内 容 料 金 条  件  等

該当事項はありません。 円

円

円

円

円

円

円

円

円

貸 付 資 産 の 内 容 料 金 条  件  等

料 金

円

条  件  等
役 務 の 提 供 の 内 容

該当事項はありません。

円

円

円

円

円

円

円

円



3 取引の内容に関する事項 [③次に掲げる取引先、取引金額その他その内容に関する事項 イ 収益の生ずる取引
及び費用の生ずる取引のそれぞれについて、取引金額の最も多いものから順次その順位を付した場合におけるそれぞれ

ら第五順位までの取引 ロ との

取引先の氏名等
法人 との

関  係
住所又は所在地

譲 渡

年月日
譲 渡 価 格 譲渡資産の内容等

該当事項はあ

りません。
円

円

円

円

円

円

円

円

円

(1)収益の生ずる取引の上位 5者

(2)費用の生ずる取引の上位 5者

(3)役員、社員、職員若しくは寄附者又はこれらの者の親族等との取引

イ 資産の譲渡 (棚卸資産を含む。)

氏名又は名称 住所又は所在地 取引金額 取 弓1 内 容 等

500,000 寄付金

300,000 寄付金

180,000 寄付金

150,000 寄付金

100,000 寄付金

氏名又は名称 住所又は所在地 取引金額 取 引 内 容 等

700,000F【 ]

タンザニアでの置き薬事業オ
ペレーション資金

72,600円 会計システム利用料

66,312円 カー ド決済手数料等

56,078円 カー ド決済手数料等

24,480円 年次報告書印刷費



ロ 資産の貸付け (金銭の貸付けを含む。)

ハ 役務の提供 (施設の利用等を含む )

取引先の氏名等
法人 との

関  係
住所又は所在地

貸 付

年月日
対 価 の 額 譲渡資産の内容等

該当事項はあり

ません。
円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

取引先の氏名等
法人との

関  係
住所又は所在地

役務の提

供年月日
対 価 の 額 役務提供の内容等

該当事項はあり

ません。
円

円

円

円

円

円

円

円

円

円



4 寄附者に関する事項 [④寄附者 (役員、役員の親族等で、当該法人に対する寄附金の額の事業年度中の合計額が
20万円以上であるものに限る。)の氏名 日]

に関す 与 る給与の総額に関する事項]
同

氏 名 寄 附 金 額 受 領 年 月 日

該当事項はありません 円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

給 与 を 得 た 職 員 の 総 数 左 記 の 職 員 に 対 す る 給 与 総 額

0人 0円



6 支出 した る事項 [⑥支出した その相手先及び支出年月日]

7 海外への送金等に関する事項 [⑦海外への送金又は金銭の持出しを行った場合におけるその金額及び使途並び
日]

支出先の名称 所 在 地 寄附の目的等 支出した寄附金額支出年月日

該当事項は

ありませ

ん。
円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

合   計
円

実  施  日 使 途 金   額

2020.4.11
ニアでの置タ レー シ ョ

200,00o円

2020.7.27 同上

200,Ooo円

2020。 11.20
同

100,000円

2021。 1.8
100,000円

2021.3.11 同

100,000円

円

円

円

円

円



法人名 輛 排 断 :幡瑚 駅 駈 iMalb

3運営組織及び経理に関して次に掲げる基準に適合していること

イ 役員の総数のうちに次の者の数の占める割合がそれぞれ3分の1以下であること

(1)役員及びその親族等

(2)特定の法人の役員又は使用人である者及びこれ

口 各社員の表決権が平等であること

ハ 会計について公認会計士又は監査法人の監査を受けていることt又は帳簿書類の備付け、取引の記

録及び帳簿書類の保存について青色申告法人に準じて行われていること

二 支出した金銭の費途が明らかでないものがある等の不適正な経理が行われていないこと

チェック欄

′

割 合

④÷⑥

割 合

②÷③

最も人数が多い「特定の法

人の役員又は使用人であ

る者及びこれらの者の親

族等」のグループの人数

役員数

最も人数が多

い「親族等」の

グループの人

数

⑤④

項  目

③① ②
区  分

0%0人0%5人 0人③
2020年 4月 1日

～2021年 3月 31日

%% 人人人
⑤ 年 月 日～ 年 月 日

%
‘
％ 人人人

年 月 日～ 年 月 日◎

%人%人 人
① 年 月 日～ 年 月 日

%人%人 人
◎ 年 月 日～ 年 月 日

%人%人人
① 年 月 日～ 年 月 日

%% 人人人
時申 請

イ

③及びЭこついては、小数点以下第2位を切り捨てた数値を記載してください。

各社員の表決権が平等である ④ ⑮ ◎ ① ◎ ① 申請時

上記を証する書類の名称とその内容等
はい はい

いいえ

はい

いいえ

はい はい

いいえ

はい はい

いいえいいえ いいえ L\\i

回

6to.,\fiEfl*. t3tf.it 1 r&lo)tHEJ ft6ffiU<くださしヽ
(注

、1)

は 2)

書式第 7号 (法第 44条・51条・58条関係)

認定基準等チェック表  (第 3表) (初ヨ∋

∝憲申曰

・ 認定基準等チエツク表 (第 3表)|ム 法第55条第1項に基づく書類 (役員1輛酬規程等提出書類)の提出時においても融 び添

付する必要があります。その場合、上記口の配載の必要はありません。

口 認定の有効期間の更新の申請に当たつては、法第55条第1項に基づく書類 (役員欄酬規濯簿提出書類)に配載した事項について、

添付を省略することができます。



項
口
日 ④ ⑮ ◎ ① ◎ ① 申請時

会計について公認会計士又は監査法人の監査を受け

ている

はい
はい

いいえ

は い はい

いいえ

はい はい

いいえ

はい

いいえだいな
ゝ_ノ

いいえ いいえ

帳簿書類の備付け、取引の記録及び隈簿書類の保存

を青色申告法人に準じて行つている

はい は い はい はい はい

いいえ

はい

いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ

項 ヨ ④ ⑮ ◎ ④ ◎ ① 申訂郭寺

費途が明らかでない支出がある、帳簿に虚偽の記

載がある等の不適正な経理の有無
有・無 有。無 有 。無 有 。無 有・無 有 。無

ハ

第3表 (次ヨD

∝憲申D
認定の有効期間D更新の申請に当たつては、法第5条第 1項に基づく書類 (役員報酬観罹崎提出□D:=配載した事項について、改

めて配載する必要はありません。

エ 3

記 載 要 領 注 意 事 項
項    目

「上記を証する書類の名称とその内容

等」欄には証する書類の内容を文言のと

おりに記載します。

① 「会計について公認会計士又は監査

法人の監査を受けている」の [!望 〕L
LI≦⊇」_」ピ:」竺盟ヒ含1ヨ型菫:自聾国国21董埜」□ζ

生墜K菫彗LL
②  「帳簿書類の備付け、取引の記録及

び帳簿書類の保存を青色申告法人に準

じて行っている」の「はL」二「ΩL
」ビ」L塑塗1旦重:、_隻L旦』壺」」LttL2L_」国園国]

1塾⊇」墜ittLl_」と重』ユL」塗匡LL`二≦_E登

区分欄の「C卜①」の各欄には、実績開」定期間の各事業

年度 (又は各年)を調載します。

第3表付表1「役員の状況Jを記載して、「①」、輌②」

及び 輌④」の各欄に該当する人数を転記しま‐
九

該当する一方を「○」で囲みます。

「上記を証する書類の名称とその内容等」欄には、例え

|ま 「定款 (又は会貝:D第○条に『各正会員の表決権:よ

該当する一方を「○」で囲みます。

なお、輌③」から 口①」については、イに記載する各期

間 (「③」から 輌①」)を示したものt

イの各欄

口の各欄

ハの各欄

のよう

該当する一方を「○」で囲みます。

なお、「④」から 輌①」については、イに記載する各期

二の各欄

固 か ら を示した

記載要領の補足

○ 二において、「費途が明らかでないもの」と:よ 法人が費用として支出した金額のうち、その費途を確認することができないも

のをいい、法人が名目に関わらず支出した金銭でその費途が明らかでないものが、これに当たりますも なお、意図的にその支出先を

明ら力ヽこしない支出がある場合も、当然に 噴隧が明らかでないもの」があることになり、認定を受けることはできません。



法人名 ③ 〇 ◎ ① ◎ ① 申 請 時

役  員  数 5人 人

(1)最も人数が多い「親族等」のグルー

プの人数
0人 人

(2)最も人数が多い「特定の法人の役員

又は使用人である者並びにこれらの 0人 人

の

人 人 人 人

人 人 人 人 人

人 人 人 人 人

人

書式第8号 (法第44条・51条・58条関係)

役 員 の 状 況 第 3表付表 1

(注意事項)

認定の有効期間の更新の申請に当たつては、法第 55条第 1項に基づく書類 (役員報酬規程等提出書類)に記載した事

項について、添付を省略することができます。

役 員 の 内 訳

氏  名 住  所 職名 続柄等

就 任 等 の 状 況

③ ⑥ ◎ ④ ◎ ① E田
就任・退任

年月日

安齊恵理 理事

○

2015有
=・

3月 31日

就任

青木基浩 理事

O

○

2016年

5月 14日

就任

秋山牧子 理事 2016年

10月 22日

就任

原愛 理事

○

2018年

6月 9日

就任

2020年

5月 30日

退任

竹村のり子 理事

○

○

2020年

5月 30日

就任

蒲地正英 監事 2015年

3月 31日

就任



法人名 特定非営利活動法人A“M配b

伝 票 又 は 帳 簿 名 左の帳簿等の形態 記帳の時期 保存期間

総勘定元眼
会計ソフ ト (曰腱ee)使用

ノレーズリーフ

週 1回 7年

仕訳帳 会計ソフ ト (日

“
ee)伐用

ルーズリーフ

週 1回 7年

書式第9号 (法第44条。51条。58条関係)

帳 簿 組 織 の 状 況 第 3表付表 2

(記りl':要襦D

・ 『伝票又朧颯庫名」欄は、例えば「入金伝票」、「出麺 、「振替伝漂し、I覇金出納幅し、「総勘定元藤しなどのように記載します。

・ 『左の根簿等の形態」欄は、「単原し、町L″・ズリーフ」、l磯T帳簿」などのように配載します。

r記帳の時期」欄は、暉詢時」、「毎日」、「―週間ごと」のように配載します。

認定の有効醐間の更新の申請に当たって!よ 法第5条第1項に基づく書類

がないときは、添付を省略することができます。

0頃H日槻曜辱提出■朦Dに配載した内容に変更



チェック相法人名

′
4 :事業活動に関して次に掲げる基準に適合していること

イ 宗教活動又は政治活動等を行っていないこと

口 役員等に対し報酬又は給与の支給に関して特別の利益を与えないこと、役員等又は役員等が支配する法

人と当法人との間の資産の懐演等に関して特別の利益を与えないこと、役員等に対し役員の選任その他当

法人の財産の運用及び事業の運営に関して特別の利益を与えないこと、及び営利を目的とした事業を行う

者、上記イの活動を行う者又は特定の公職の候補者若しくは公職にある者に対し寄附を行わないこと

ハ 実績判定期間における事業費の総額のうち特定非営利活動に係る事業費の額の占める割合が80%以上

であること

二 実績判定期間における受入寄附金総額の70%以上を特定非営利活動の事業費に充てていること

ロ

◎ ① 肛 コ⑮ ◎ ①③項
日

【

有・ 無 有 。無 有・ 無有・ 無 有 。無有 有・ 無
宗教の教義を広め、儀式を行い、及び信者

を教化育成する活動

有・ 無 有・ 無 有・ 無有 ・ 無 有・ 無有 有・ 無
政治上の主義を推進し、支持し、又はこれ

に反対する活動

有・ 無 有・ 無 有 。無有 。無 有・ 無有 有 ・ 無

特定の公職の候補者若しくは公職にある者

又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに

反対する活動

項 目 ④ ⑮ ◎ ① ◎ ① 肛 コ

役員の職務の内容、職員に対する給与の支給の献Jk当法人

とその活動内容及び事業規模が類似する他の法人の役員に

対する報酬の支給の状況等に照らして、当法人の役員に対

する報酬の支給として過大と認められる報酬の支給その他

役員等に対し報酬又は給与の支給に関して特別α湘1益の供

有・無 有・無 有・無 有・無 有・無 有・無

役員等又は役員等が支配する法人に対しその対価の額が当

該資産のその譲渡の時における価顔に比して著しく過少と

認められる資産の譲渡その他役員等又は役員等が力配する

法人と当法人の間の資産の譲渡等に関して特別α珀1溢:の供

有 有 。無 有・無 有・無 有・無 有 。無 有・無

役員等に対し役員の選任その他当法人の財産の運用及び事

業の運営に関して黎揚:に用|lhの供与の有無
熙 有・無 有・無 有。無 有・無 有 。無 有・無

営利を目的とした事業を行う者及びイの活動を行う者又は

特定の公職の候補者若しくは公職にある者に対する寄附の 無 有 。無 有 。無 有 。無 有・無 有・無 有 。無

書式第10号 (法第44条・51条,58条関係)

認定基準等チェック表 (第 4表) (初コЭ

∝菫中m                          __
・

―

ェック壺 (第4=)」 は、涸申

“

彙●1■に●づく自目個曖申ロロロロロ出■Da口
"中

こおいてもロロ

及t角日十する●口があります.その0合、電厳碧申●チエック豪

"4壺
(凛詢 」0颯び二)の鳳 ttti10●螂 りま

せん。

認定の有効期間の更新の申請に当たつては、法第5条第 1項に基づく書類

て、添付を省略することができます。

(役員報酬親程等提出書類):こ配載した事項につい



法人名

5 1次に掲げる書類について閲覧の請求があつた場合には、正当な理由がある場合を除きこれをその事

務所において閲覧させること

イ 特定非営利活動促進法第28条に規定する事業報告書等、

口 各躍定基準等に適合する旨及び欠格事由に腋当しない旨を説明する■目

ハ 寄附金を発当する予定の具体的な事業の内害を撻聘した書類

二 役員報酬又閾朧員給与の率綸に田する規■

ホ 収益の明細その他の資金に目す樹■■ 資農の日慶いに隣する事項、寄附金に関す凛 その他=定の事

項等を記職した日願

回王国巨亜コ′ヽ

チェッタ相

′

次に掲げる書類について閲覧の請求があつた場合に1よ 正当な理由がある場合を除きこれをそ

の事務所において閲覧させることに同意する。

同  意

しない

匿亜直ヨE副 6HrfiH0 +rrD6fl'6l.It Zoffi (flriHBo ittifrFfL<(ifSvr

イ

① l事業報告書等 e喋報告書、財産目録、1節借対照表、活動計算書、年間役員名簿、社員のうち10人以上の者の

氏名及び住所又は居所を記した:薗勤

② 役員名簿

③ 定款等 (定款、認証書の写し、登講 項証明書の写D

ロ 各瓢l定聾騨澤事1碕歯合する旨を説明する書類、欠格事由に該当しない旨を説明する書類

ハ 翻附金を充当する予定の具1内的な事業の内容を調載した書類

前口弓溜甲威:σ※贅員1調晒‖:又だuttFuell与の支給にi対するガ謝星

ホ

次の事項を記載した書類

① 収益の厠錫:1の明細、借入金の明細その他の資金に関する事項

② 資産の譲渡等に係る事業の料金、条件その他その内容に関する事項

③ 次に掲げる取引に係る取引先、取引金額その他その内容に関する事項

。 収益の生する取引及び費用の生ずる取引のそれぞれについて、取引金額の多い上位5者との取引

。 役員、社員、職員若しくは寄附者又はこれらの者の配偶者若しくは三親等以内の親族又はこれらの者と特殊

の関係のある者との取引

④ 寄附者 (役員、役員の配偶者若しくは三親等以内の親族又は役員と特殊の関係のある者で、当該法人に対する

寄附金の額の事業年度中の合計額が
"万

円以上であるものに限る。)の氏名並αこその寄附金の額及び受領年月

日

⑤ 給与を得た職員の総数及び当該職員に対する給与の総額に関する事項

⑥ 支出した割附金の額泊酬こその相手先及び支出年月日

⑦l:海外への送金又は金銭の持出しを行った場合におけるその金額及

…

にその実施日

助成金の支給を行った場合に事後に所轄庁に提出した書類の写し

書式第13号 (法第44条・51条058条関Ю

認定基準等チェ

∝意1中D
・ 認定基準等チェック表第5表は、法第55条第1項に基づく書類 (役員報酬規屋守提出書類)の提出時に記載及び添付する必要

があります。

・ 認定の有効期間D更新の申請に当たつて:よ 添付の必要はありません。

5



書式第14号 (法第44条・51条・58条関係)

認定基準等チェック表  (第 6、 7、 8:静

法人名 特定非営利活動法人rriMedi∞

認定基準等チェック表 (第 6表)

認定基準等チェック表 (第 7表 )

認定基準等チェック表 (第 8表)

8 申請書を提出した日を含む事業年度の初日において、その設立の日以後 1年を超える期間が経過し

ていること

チェッタ欄

事業年度 月  日～  月  日 設 立年月日 平成  年  月  日

(注意,中D
・ 法第55条第1項に基づく書類 (役員報酬観程需颯出書類)の提出時に当たっては、認定基準等チェック表 (第 6表及び第81D

は、配載する必要はありません。

っては、認定基準等チエック表 (第 6表及び第81Dの記餞の必ヨまありません。また、法第

目匹Ⅸ翌歴裏固 28条に規定する事業報告書等を同法第

29条の規定により所轄庁に提出していること

チェッタ相

特定非営利活動促進法第 28条に規定す

◎ ①◎ ①⑮④

有 無 有 ・ 無 有 釦 E 有 ・ 無 有 ・ 無 有 ・ 無

7 法令又は法令に基づいてする行政庁の処分に違反する事実、偽りその他不正の行為により何らかの

利益を得、又は得ようとした事実その他公溢 に反する事実がないこと

チェッタ相

′

法令に違反する事実、偽りその他不正の行為により何らかの利益を得、又は得ようとした事実

その他公益に反する事実の有無

注・認定基準等チエック表 (第フ表)は、法第5条第 1 項に基づく書類 (役員報酬間程等提出剛Dの提出時に記載及

び添付する必要があります。

③ ⑤ ◎ ① ◎ 申 請 時①

盤
有 ・ 無 任有缶有 無有有 ・ 無有 1有 ・ 無

55条第 1項に基づく書類 (役員輌酬規程等提出:□D:=澤載した事項について、改めて記載する必要はありません。



書式第15号 (法第44条・51条・58条関係)

欠格事由チェック表

法人名 特定非営利活動法人Afrittdi∞

は認定、特例認定又は認定の有効期間の更新を受けることができません。
1 役員のうちに、次のいずれかに該当する者がある場合

イ 認定特定JP営利活動法人が認定を取り消された場合又は特例認定特定非営利活動法人が特例認定を取

しの日から5年を経過しないもの

口 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わつた日又はその執行を受けることがなくなつた日から5年を経過しな

い者
ハ 特定非営利活動促進法若しくは暴力団員不当行為防止法に違反したことにより、若しくは刑法204条等口 )若

しくは暴力行為等処罰法の罪を犯したことにより、又は国税若しくは地方税に関する法律に違反したことにより、

罰金刑に処せられ、その執行が終わつた日又はその執行を受けることがなくなつた日から5年を経過しない者

二 暴力団の構成員等鮭2)

2 認定又は特例認定を取り消されその取消しの日から5年を経過tない法人

している法人

4 国税又は地方税の滞納処分の執行がされてしヽるもの又は当該滞納処分の終了の日から3年を経過しない法人 (麗

から3 しない法人

6 次のいずれかに該当する法人

イ 暴力団
口 暴力団又は暴力団の構成員等の統制下にある法人

3

1 役員のうち、

認定協起H軒喘里用い
"潮

定を取り消された場合又は特

"熙
定特定非峯

"|い
端潮1認定

を取り消された場合において、その取消しの原因となった事実があつた日以前1年内に当該認定

特定ブ贈

"[幅

動法人又は当鰤 !認1定特定非者稲 難 人のその業務を行う理事であった者でそ

の取消しの日から5 しない者の有無

禁鋼以上の刑に処せられ、その執行を終わつた日又はその執行を受けることがなくなつた日から 有 狂

5年を経過しなセ

特定非増

":膳

動促進法若しくは暴力団員による不当行為防止法に違反したことにより、若しくは

刑法第204条等若しくは暴力行為等処罰法の罪を犯したことにより、又は国税若しくは地方税に

関する法律に違反したことにより、御 に処せられ、その執行が終わつた日又はその執行を受

けることがなくなつた日から5年を経過しない者の有無

有

熙

イ

有

ロ

ハ 無

認定又は特伊熙定を取り消されその取消しの しない法人

3 はし いいえ

いいえ出国院又は地方税の滞納性が叫婚勲 さ`れているもの又は当該滞納処分の終了の日から3年を経過

しない法人

4

滞
薇 (注 1)その他の事務所がある場合:よ その他の朝籾フ7在の滞納処分に係る納税証明書も添付すること

認定、特,1認定又:盲認定の有効期間の更新の申請時に、

ＦＤ しない法人 いいえ

6 次のし

暴力団 えヽ

ロ はし

イ
ヽ


